
2025年4月24日（最短）～2026年3月31日（最大）

令和６年度補正予算
地域未来人材育成支援民間サービス等利活用促進事業費補助金

探究・校務改革
支援補助金����
探究的な学びの高度化 / 教職員の校務負担軽減を目指して



補助金の対象事業者は探究・校務改革支援
事業者として登録・採択されている必要が
あります。対象事業者は3月28日（金）から
順次、事務局ホームページで公表します。

補助金申請できるのは、探究・校務改革支援事業者とし
て登録・採択されている事業者です。
探究・校務改革支援事業者は3月28日（金）から順次、
事務局ホームページで公表しますので、必要とする支援
サービスを行っている事業者を御確認いただき、相談・
連携してください。

補助金申請は探究・校務改革支援事業者が
行います。
申請後に、申請内容の変更はできないため
事業者とは十分な確認を行ってください。

４月24日（木）（初回・最短）。以降順次発表
されます。
事業の実施は交付決定日からとなります。
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